
 
 

 

一 

 
 

 

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
二
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

七 

利
用
者 
電
気
通
信
事
業
者
又
は
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
（
以
下
「
第
三
号
事
業
」

と
い
う
。
）
を
営
む
者
か
ら
電
気
通
信
役
務
（
こ
れ
ら
の
者
が
営
む
電
気
通
信
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
を

受
け
る
者 

 

第
二
十
七
条
の
四
の
次
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
七
条
の
五
の
見
出
し
中
「
を
適
正
に
取
り
扱
う
べ
き
電

気
通
信
事
業
者
の
指
定
」
を
「
の
適
正
な
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
条
中
「
総
務
大
臣
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

内
容
、
利
用
者
の
範
囲
及
び
利
用
状
況
を
勘
案
し
て
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
」
を
「
電
気
通
信
事
業
者
は
」
に
改
め
、
「
当
該
」
を
削
り
、
「
取
り
扱

う
べ
き
電
気
通
信
事
業
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

中
「
（
第
二
条
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
情
報
」
の
下
に
「
又
は
個
人
関
連
情
報
（
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
関
連
情
報
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 



 

 
 

 

二 

 
第
二
十
七
条
の
四
の
次
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
」
を
削
り
、
「
当
該
指
定
の
日
か
ら
三
月
以
内
」
を
「
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
日
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
た
日
か
ら
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
四
の
次
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
七
条
の
七
中
「
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
四
の
次
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
」
を
削
り
、
「
当
該
指
定
の
日
か
ら
三
月
以
内
」
を
「
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
日
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
日
か
ら
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
外
国
（
本

邦
の
域
外
に
あ
る
国
又
は
地
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
設
置
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
特
定
利

用
者
情
報
を
管
理
し
、
又
は
外
国
に
あ
る
第
三
者
に
特
定
利
用
者
情
報
の
管
理
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含

む
。
）
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
の
あ
る
外
国
又
は
当
該
第
三
者
の
あ
る
外
国
の
国
名
の
特
定
に
関
す

る
事
項
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
四
の
次
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
七
条
の
九
中
「
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
指
定



 
 

 

三 

さ
れ
た
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
四
の
次
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
」
を
削
り
、
「
当
該
指
定
の
日
か
ら
三
月
以
内
」
を
「
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
日
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
日
か
ら
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
四
の
次
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
七
条
の
十
一
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
四
の
次
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
七
条
の
十
二
中
「
送
信
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
当
該
利
用

者
に
関
す
る
情
報
の
内
容
、
当
該
情
報
の
送
信
先
と
な
る
電
気
通
信
設
備
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
利
用
者

に
通
知
し
、
又
は
当
該
利
用
者
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
な
け
れ
ば
」
を
「
送
信
先
の
電
気
通
信
設
備
に
当
該
利
用
者

に
関
す
る
情
報
が
送
信
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
利
用
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同

条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。 

 

第
二
十
八
条
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
八
条
中
」
の
下
に
「
「
電
気
通
信
事
業
者
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー



 

 
 

 

四 

ビ
ス
事
業
（
第
三
号
事
業
の
う
ち
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
電
子
計
算
機
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で

あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
又
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
情
報
の
集
合

物
で
あ
つ
て
、そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。）

の
集
合
体
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
情
報
の
処
理
又
は
保
管
等
の
役

務
を
他
者
に
提
供
す
る
事
業
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
六
十
四
条
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
営
む
者
」
を
加
え
、
」
を
加
え
、
同
条
に
各
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
号
中
「
電
気
通

信
業
務
」
の
下
に
「
又
は
第
三
号
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
係
る
業
務
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
」
を
削
り
、
「
同
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
七
条
の
五
第
二
号
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
十
八
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
項
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー

ビ
ス
事
業
を
営
む
者
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
二
項
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
号
中
「
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
」
を

削
る
。 



 
 

 

五 

 
第
百
六
十
四
条
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
改
め
る
」
を
「
改
め
、
「
者
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
第
二
十
八
条
及
び
第
百
八

十
八
条
（
第
六
号
中
第
二
十
八
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
第
三
号
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
営
む
者
に

つ
い
て
」
を
加
え
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
六
十
九
条
第
二
号
の
改
正
規
定
中
「
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
五
、
第
三
十
条
第
一
項
」
に
、
」
を

削
り
、
同
条
第
四
号
の
改
正
規
定
中
「
第
二
条
第
七
号
イ
、
」
を
削
り
、
「
第
二
十
七
条
の
五
」
を
「
第
二
十
七
条
の
五
第
二

号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
七
号
イ
、
」
を
削
り
、
「
第
二
十
七
条
の
五
」
を
「
第
二
十
七
条
の
五
第
二
号
」
に
改

め
る
。 

 

附
則
第
六
条
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
、
諸
外
国
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
係
る
規
制
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
に
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
関
連
情
報
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
す
る
等
個
人
情
報
の
範

囲
を
拡
大
す
る
観
点
か
ら
個
人
情
報
の
定
義
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
」
を
加
え
る
。 


